
多久市からのお知らせ

お
知
ら
せ

　

今
年
も
多
久
聖
廟
春
季
釈
菜
を
催

し
ま
す
。

　

釈
菜
は
儒
学
の
祖
で
あ
る
孔
子
と

そ
の
高
弟
（
顔
子
・
曽
子
・
子
思
子
・

孟
子
）
を
祀
る
式
典
で
、
毎
年
春
（
４

月
１8
日
）
と
秋
（
１０
月
の
第
４
日
曜
日
）

に
執
り
行
い
ま
す
。
市
職
員
扮
す
る

伶
人
に
よ
る
雅
楽
の
演
奏
で
、
市
長

（
献
官
）
を
は
じ
め
、
市
議
会
議
長
、

教
育
長
、
各
義
務
教
育
学
校
校
長
な

ど
の
祭
官
が
孔
子
の
遺
徳
を
讃
え
、

拝
礼
と
供
物
奉
納
を
行
う
式
典
で
す
。

　

釈
菜
の
後
に
は
、
地
元
の
生
徒
・

児
童
に
よ
る
「
釈
菜
の
舞
」
と
「
孔

子
の
里
腰
鼓
」
な
ど
の
舞
や
踊
り
が

披
露
さ
れ
、
揚
琴
演
奏
家
の
趙
勇
さ

ん
に
よ
る
演
奏
、
多
久
市
文
化
連
盟

茶
道
会
主
催
の
お
呈
茶
が
行
わ
れ
ま

す
。
お
呈
茶
に
は
、
３
０
０
円
が
必
要

で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

４
月
１8
日
㈬　

１０
時
～
１4
時

■
場
所　

東
原
庠
舎　

※
雨
天
決
行

◯均等割額の変更点

世帯（被保険者および世帯主）の
所得状況（総所得金額等）

軽減後の額
（年額） 軽減割合

「基礎控除（３３万円）+2７．5万円
×世帯の被保険者数」を超えない世帯 2５,900円 ５ 割軽減

「基礎控除（３３万円）+5０万円
×世帯の被保険者数」を超えない世帯 41,400円 ２割軽減

※上表の　　　下線部分が変更されました　※ 9割・8．5割軽減は変更ありません　

◯軽減基準の変更点

見直し前 見直し後

賦課限度額 ５7万円 ６2万円

所得金額58万円
以下の人の軽減 所得割額軽減 2割 なし

被保険者の資格を得た日の
前日に健保組合、

船員保険、共済組合などの
被扶養者の特例軽減

均等割のみ賦課
（ ７割軽減）

均等割のみ賦課
（ 5割軽減）

※所得の低い人の軽減措置に該当する場合は、
軽減割合の大きい措置が適用されます。

催し内容 開催時間 開催場所

執事・伶人 入場 　　10時〜10時20分

聖廟内献官・祭官 入場 10時20分〜10時30分

釈　　菜 10時30分〜11時30分

釈菜の舞 11時30分〜11時45分

聖廟境内参列生徒の唱歌 11時45分〜11時50分

揚琴の調べ 11時50分〜12時　　

孔子の里腰鼓 　　12時〜12時10分 仰高門前
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
法
律
で
２

年
ご
と
に
保
険
料
率
を
改
定
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。
保
険
料
率
は
据
え
置
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
が
、
制
度
の
見
直
し
に

よ
っ
て
軽
減
等
の
基
準
が
一
部
変
わ
り
ま

す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
全
員
と
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等

の
合
計
額
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
、
被
保
険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
て

い
ま
す
。

問い合わせ 公益財団法人 孔子の里　☎75−5112

問い合わせ 市民生活課 保険年金係　☎75−2159
佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係　☎64−8476

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

�

保
険
料
率
の
お
知
ら
せ

多
久
聖
廟
春
季
釈
菜
を
執
り
行
い
ま
す※時間が多少前後することがありますが、ご了承ください。

▲昨年の釈菜の様子


